
新居浜工業高等専門学校学生表彰規程 

 

昭和 52年２月１日規則第 13号  

（趣旨）  

第１条 新居浜工業高等専門学校学則第 35条の規定に基づく本校学生の表彰（以下「表

彰」という。）については，この規程の定めるところによる。  

（選考）  

第２条 表彰は，次の各号の一に該当し，かつ，人物に優れた者について校長が選考のう

え行う。  

(１) 学業成績優秀者  

(２) 授業出席皆勤者及び精勤者  

(３) 課外活動に卓越した成果をおさめ，本校の名誉を高めた者  

(４) その他学生の模範として推奨できる行為又は功労等のあつた者  

（表彰の時期）  

第３条 前条に規定する表彰は，卒業時又はその都度行う。  

（表彰状の授与等）  

第４条 表彰は，校長が表彰状を授与することにより行う。  

２ 前項の表彰状にあわせて，記念品を授与することができる。  

３ 表彰状の様式は，次の各号に掲げるところによる。  

(１) 第２条第１号に該当する場合   様式 1  

(２) 第２条第２号に該当する場合   様式２，様式３又は様式４  

(３) 第２条第３号及び第４号に該当する場合その都度定める  

附 則  

この規程は，昭和 52年２月１日から施行する。  

附 則  

この規則は，昭和 60年４月１日から施行する。  






	gakuseihyosyo(honbun)
	hyosyo(youshiki1-4)

